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議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
過
年
度
の
補
助
災
害
復
旧
事
業
へ
の
地
方
債
充
当
率
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
や
む
を
得
ず
工
事
発
注
が
ず
れ
込
む
場
合
、
翌
年
度
の
発
注
で
あ
っ
て
も
過
年
度
と
し
て
扱
わ
ず
、
現
年
度
の
災
害
復

旧
事
業
に
相
当
す
る
地
方
債
充
当
率
を
適
用
す
る
等
、
同
等
の
措
置
を
考
慮
す
る
べ
き
」
と
の
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
災
害
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
災
害
が
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発

生
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
を
含
む
。
以
下
「
災
害
発
生
年
度
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
財
源
措
置
を
講
ず
る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
を
考
慮

し
、
御
指
摘
の
「
補
助
災
害
復
旧
事
業
」
に
対
す
る
「
地
方
債
充
当
率
」
を
高
く
設
定
す
る
一
方
、
災
害
発
生
年
度
の
翌
年

度
以
降
の
年
度
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
、
災
害
復
旧
事
業
費
の
見
通
し
が
立
ち
、
一
定
の
財
源
措

置
を
講
じ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
補
助
災
害
復
旧
事
業
」
に
対
す
る
「
地
方
債
充
当
率
」
を
比
較
的
低
く
設

定
し
て
い
る
。
ま
た
、
令
和
六
年
度
地
方
債
充
当
率
（
令
和
六
年
総
務
省
告
示
第
百
三
十
六
号
）
等
に
お
い
て
、
「
著
し
く

異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
等
に
よ
り
、
財
政
運
営
に
特
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し



 

２ 

 

て
別
に
定
め
る
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
補
助
・
直
轄
災
害
復
旧
事
業
の
過
年
の
充
当
率
は
、
現
年
と
同

率
と
す
る
」
と
し
、
「
令
和
六
年
度
地
方
債
同
意
等
基
準
運
用
要
綱
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
四
月
一
日
付
け
総
財
地
第
四

十
六
号
、
総
財
公
第
二
十
二
号
及
び
総
財
務
第
五
十
一
号
総
務
副
大
臣
通
知
）
等
に
お
い
て
、
「
過
年
の
充
当
率
を
現
年
と

同
率
と
す
る
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
等
と
は
、
既
存
の
災
害
復
旧
制
度
の
適
用
に
加
え
て
、
特
別
の
立
法
措
置

又
は
特
別
の
予
算
措
置
等
が
広
範
に
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
災
害
発
生
年
の
翌
年
度
予
算
の
編
成
時
点
に
お
い

て
、
災
害
復
旧
事
業
費
の
多
く
が
確
定
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
災
害
を
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
債
」
の
令
和
七
年
度
以
降
の
在
り
方
及
び
「
緊
急
自
然
災
害
防
止
対
策
事
業
債
」
の
令

和
八
年
度
以
降
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


